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第１ 目的 

 この要綱は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８号。

以下「法」という。）、同法施行令（平成２２年政令第１１２号）及び同法施行規則（平

成２２年文部科学省令第１３号）に基づき、法第２条において定める私立高等学校等の

うち東京都内に設置されている私立高等学校等（法第１４条の規定による高等学校等就

学支援金に関する特例に定められた私立高等学校を除く。以下「私立高等学校等」とい

う。）に在学する生徒又は学生がその授業料に充てるために支給される高等学校等就学支

援金（以下「就学支援金」という。）の支給に伴う私立高等学校等の事務負担を軽減する

ため、私立高等学校等に対して交付する私立高等学校等就学支援金学校事務費補助に関

し必要な事項を定め、もって事務の円滑な実施に資することを目的とする。 

 

第２ 補助対象 

１ この要綱に定める就学支援金事務費の補助対象は、法第７条の規定により就学支援

金を代理受領する私立高等学校等の設置者（以下「設置者」という。）とする。 

 ２ 暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「暴排

条例」という。）第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関

係者をいう。以下同じ。）及び次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助金の交付の対

象としない。 

(1) 暴力団（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

(2) 法人その他の団体の代表者、役員並びに評議員及び教職員等又は使用人その他の

従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの 

 

第３ 補助金の額の算定 

 １ この補助金の額は、次に掲げる補助項目の額を合計して算定し、設置者に対して予 

  算の範囲内で交付する。 

  (1) 補助金交付年度（以下「交付年度」という。）の別に定める受給資格基準に該当す

る生徒又は学生（以下「受給権者」という。）が在籍する学校に対して、受給資格認

定申請の審査完了時に払い出される認定番号を保有する者の人数（以下「認定番号

保有者数」という。）に応じて別に定める額（学校割） 



  (2) 受給権者の人数に、別に定める補助単価を乗じた額（生徒割） 

 ２ １の規定において算出した額に、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを 

  切り捨てた額とする。 

 

第４ 交付申請 

 この補助金の交付を受けようとする設置者は、別に定める期日までに、別記様式１に

よる交付申請書を知事に提出しなければならない。 

 

第５ 補助金の交付決定及び通知 

 １ 知事は、第４の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係 

  る補助事業の目的及び内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、 

  交付の決定を行うとともに、当該設置者（以下「補助事業者」という。）に対してその 

  結果を通知するものとする。 

 ２ 知事は、１の規定により決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成する 

  ため必要があるときは、条件を付すことができるものとする。 

 ３ 知事が認めた場合には、補助事業者が、第２ ２に規定する暴力団員等であるか否

かの確認のため、警視庁へ照会する。 

 

第６ 申請の撤回 

  補助金の交付の決定通知に際して、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に 

 異議があるときは、通知受領の日から１４日以内に申請の撤回をすることができる旨を 

 通知するものとする。 

 

第７ 交付の条件 

  補助金の交付の決定に当たっては、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる条 

 件を付するものとする。 

  (1) 補助事業者はこの補助金を、補助事業に要する経費に使用するものとし、この目 

   的以外に使用し、又は交付決定の内容に定められた執行方法に反して使用してはな 

   らない。 

  (2) この補助事業は、交付年度の４月１日から翌年３月３１日までに完了しな 

   ければならない。この期間中に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった 

   場合は、補助事業者は速やかにその理由その他必要な事項を文書により知事に報告 

   し、その処理について指示を受けなければならない。 

  (3) 知事が職員をして、この補助事業についての関係書類及び物件を調査させた場合、  

   又は補助事業の遂行状況その他必要な事項について報告を命じた場合は、補助事業 

   者は、これに応じなければならない。 

  (4) 知事は、(3)による調査又は報告により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付 

   した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って遂行すべきこと 

   を命ずるものとする。 



  (5) 補助事業者が(4)の命令に違反したときは、知事は、この補助事業の遂行について 

   一時停止を命ずることがあり、この場合においては、補助事業者は、指定する期日 

   までに交付決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を採らなけれ 

   ばならない。 

  (6) 補助事業者は、第４又は第８の規定により提出した書類の内容に錯誤があること 

   が判明した場合は、速やかにその内容について文書により知事に報告しなければな 

   らない。 

 

第８ 実績報告 

  補助事業者は、この補助金に係る事業が完了したときは、別に定める期日までに別記 

 様式２による実績報告書を知事に提出しなければならない。 

 

第９ 補助金の額の確定 

  知事は、第８の規定による実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により補助事 

 業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めるときは、交付 

 すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

 

第１０ 是正のための措置 

  知事は、第９の規定による審査又は調査により補助事業の成果が補助金の交付決定の 

 内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に定める事項に適合しないと認めるときは、

これに適合させるための措置を命ずることができる。 

 

第１１ 決定の取消し 

 １ 知事は、この補助金の交付の決定を受けた補助事業者が、次の各号の一に該当した 

  場合は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

  (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 

  (2) 補助金を他の用途に使用した場合 

  (3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

  (4) 東京都私立学校教育助成条例（昭和５３年東京都条例第１０号）第６条第１項の 

   各号の一に該当する場合 

  (5) 本要綱に基づく知事の処分又は指示に違反した場合 

  (6) 第４又は第８の規定により提出した書類に、不実の記載があった場合 

  (7) 補助事業者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員並びに評議員及び教職

員等又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当する

に至ったとき。 

  (8) 第７(6)に規定する報告を受けた場合 

  (9) その他やむを得ないと認められる特別な事情が生じた場合 

 ２ １の規定は、第９の規定による補助金の額の確定があった後においても適用するこ 

  とができるものとする。 



 

第１２ 補助金の返還 

 １ 知事が、第１１の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該 

  取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者は、知事 

  が指定する期日までに、当該取消額を返還しなければならない。 

 ２ 知事が、第９の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え 

  る補助金が交付されているときは、補助事業者は、知事が指定する期日までに、当該 

  超過額を返還しなければならない。 

 

第１３ 違約加算金及び延滞金 

 １ 知事が、第１１ １(1)から(7)までの規定により、補助金の交付の決定の全部又は 

  一部を取り消した場合において、補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、当該

補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付

した場合におけるその後の期間については、既納額の控除した額）につき、年１０．

９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付し

なければならない。 

 ２ 知事が、補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれ 

  を納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日ま 

  での日数に応じ、その未納付額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延 

  滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

 

第１４ 他の補助金等の一時停止等 

  知事は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算 

 金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して交付すべ 

 き他の補助金等があるときは、当該未納の補助金等の額の限度において、その交付を一 

 時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。 

 

第１５ 関係書類等の整備 

  補助事業者は、この補助事業を明確にするため、関係書類等を整備し、交付年度の翌 

 年度から５年間保存しなければならない。 

 

第１６ その他 

  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、東京都私立学校教育助成条 

 例及び東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）の定めるところに 

 よる。 

  また、その他の取扱いに関する細目については、毎年度生活文化スポーツ局私学部長

が定める「取扱要領」によるものとする。 

 

   附 則 



 この要綱は、平成２３年８月１０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年１２月１日から施行する。 

 


